
虹
カ
フ
ェ
開
催
の
ご
案
内

虹
カ
フ
ェ
開
催
の
ご
案
内

◆
日
時
／
６
月
１５
日（
水
）

　
　
　
　
午
前
９
時
３０
分

　
　
　
　
　
　
～
午
前
１１
時
３０
分

◆
場
所
／
虹
の
プ
ラ
ザ
１
階

�

「
保
健
セ
ン
タ
ー
」

◆
参
加
料
／
無
料

◆
内
容
／

　
介
護
予
防

　
　
…
簡
単
な
体
操
を
行
い
ま
す
。

　
認
知
症
予
防

　
　
…
頭
の
体
操
を
行
い
ま
す
。

■
保
健
福
祉
課　
福
祉
グ
ル
ー
プ

　
☎（
３５
）２
１
１
１（
内
線
１
３
２
）

お知らせ版
№1,387 5月25日号

目
指
せ
！
元
気
な
百
歳

目
指
せ
！
元
気
な
百
歳

　
　
　
い
き
い
き
百
歳
体
操
の
ご
案
内

　
　
　
い
き
い
き
百
歳
体
操
の
ご
案
内

◆
期
日
／
６
月
９
日（
木
）、

　
　
　
　
１６
日（
木
）、
２３
日（
木
）、

　
　
　
　
２７
日（
月
）、
３０
日（
木
）

◆
時
間
／
午
前
１０
時
～
１
時
間
程
度

◆
場
所
／
虹
の
プ
ラ
ザ
２
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
中
会
議
室
」

■
保
健
福
祉
課　
福
祉
グ
ル
ー
プ

　
☎（
３５
）２
１
１
１（
内
線
１
３
２
）

介
護
予
防
講
座
の
ご
案
内

介
護
予
防
講
座
の
ご
案
内

◆
期
日
／
６
月
６
日（
月
）、

　
　
　
　
１３
日（
月
）、
２１
日（
火
）

◆
時
間
／
午
前
１０
時
～
１
時
間
程
度

◆
場
所
／
虹
の
プ
ラ
ザ
２
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
中
会
議
室
」

■
保
健
福
祉
課　
福
祉
グ
ル
ー
プ

　
☎（
３５
）２
１
１
１（
内
線
１
３
２
）

虹
の
プ
ラ
ザ
休
館
日
の
お
知
ら
せ

虹
の
プ
ラ
ザ
休
館
日
の
お
知
ら
せ

　
館
内
の
ワ
ッ
ク
ス
清
掃
の
た
め
、
左
記
の

期
間
虹
の
プ
ラ
ザ
を
休
館
し
ま
す
。
休
館
中

は
、
館
内
の
全
て
の
施
設
を
ご
利
用
い
た
だ

け
ま
せ
ん
。

　
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
く

だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

◆
休
館
期
間
／
６
月
１１
日（
土
）

　
　
　
　
　
　
　
　
～
１２
日（
日
）

◆
利
用
で
き
な
い
施
設
／

　
一
般
開
放
施
設
（
会
議
室
等
）、

　
町
立
図
書
館
、
に
じ
っ
こ
ひ
ろ
ば
、

　
社
会
福
祉
協
議
会

■
教
育
文
化
課　
生
涯
学
習
グ
ル
ー
プ

　
☎（
３５
）２
１
１
１（
内
線
６
１
２
）

人
権
な
ん
で
も
相
談
所

人
権
な
ん
で
も
相
談
所

　
　
　
　
　
　
　
　
を
開
設
し
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
を
開
設
し
ま
す

　
『
人
権
な
ん
で
も
相
談
所
』を
開
設
し
ま
す
。

困
り
ご
と
や
心
配
事
が
あ
る
と
き
は
一
人
で

悩
ま
ず
に
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
は
無
料
で
す
。
秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
。

◆
開
設
日
／
６
月
３
日（
金
）

　
　
　
　
　
午
前
１０
時
～
午
後
３
時

◆
場
所
／
虹
の
プ
ラ
ザ
２
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
会
議
室
」

◆
内
容
／

　
夫
婦
・
家
族
間
の
い
ざ
こ
ざ
、
Ｄ
Ｖ
、

　
老
人
・
子
ど
も
の
虐
待
、
い
じ
め
の

　
問
題
、
体
罰
、
近
所
と
の
ト
ラ
ブ
ル

　
な
ど

◆
相
談
員
／
町
人
権
擁
護
委
員

◆
主
催
／
山
形
県
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
・

　
山
形
地
方
法
務
局

■
保
健
福
祉
課　
福
祉
グ
ル
ー
プ

　
☎（
３５
）２
１
１
１（
内
線
１
３
０
）

陸
上
自
衛
隊
６
月
の

陸
上
自
衛
隊
６
月
の

��

大
高
根
演
習
場
の
使
用
予
定

大
高
根
演
習
場
の
使
用
予
定�

◆
訓
練
実
施
日
／

　
６
月
１
日
～
３
日
、
６
日
～
２４
日
、

　
２７
日
～
３０
日

■
陸
上
自
衛
隊
第
２０
普
通
科
連
隊

　
神
町
駐
屯
地　
☎（
４８
）１
１
５
１

女
性
の
健
康
相
談
（
予
約
制
）
の

女
性
の
健
康
相
談
（
予
約
制
）
の

��

ご
案
内

ご
案
内

　
妊
娠
や
不
妊
、
思
春
期
、
更
年
期
な
ど
の

女
性
の
心
身
の
健
康
に
つ
い
て
、
助
産
師
が

無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
な
お
、
保
健
師
に
よ
る
相
談
は
随
時
実
施

し
て
い
ま
す
。

◆
日
時
／
毎
月
第
４
金
曜
日
の

　
　
　
　
午
後
２
時
～
午
後
３
時

◆
場
所
／
村
山
保
健
所

　
　
　
　
　
　
　
　
（
山
形
市
十
日
町
）

※�

ご
希
望
が
あ
れ
ば
、
寒
河
江
市
内
や
村
山

市
内
の
会
場
で
も
ご
相
談
を
お
受
け
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆�

申
込
／
事
前
に
左
記
に
電
話
予
約
し
て
く

だ
さ
い
。

■
村
山
保
健
所
子
ど
も
家
庭
支
援
課

　
☎
０
２
３
（
６
２
７
）
１
２
０
３

介護用品の支給申請のお知らせ介護用品の支給申請のお知らせ
◆対象者／
　在宅で「介助を必要とする高齢者」又は「心身障がい者」
　又は「医療的ケア児等を介護する家族」のうち、次の
　いずれかに該当する方
　①本人の前年分の所得に対する町県民税が非課税で、
　　要介護認定を受けた方（要支援２・要介護１～３）のうち、
　　介護用品が必要な方で排泄の一連の行為に家族などの
　　介助を必要とする方
　②本人の前年分の所得に対する町県民税が非課税で、要介護認定を受けた方（要介護４～５）
　③重度身体障がい者（１・２級）、重度知的障がい者（療育手帳Ａ）
　④ 人工呼吸器を装着している児童、その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児

童及び児童福祉法に規定する重症心身障がい児を介護する家族

◆支給（助成）内容／
　町内の薬局等で使用できる介護用品引換券を支給（令和４年７月分～令和５年６月分）
　 支給月額　（１）月額２，０００円分（町民税所得割課税世帯）
　　　　　　 （２）月額５，０００円分（町民税所得割非課税世帯）

◆対象品目／
　紙おむつ、尿とりパット、清拭剤などの介護用品

◆申請方法／
　○申請は毎年度必要です。
　○ 申請は６月１日（水）から受け付けます。令和４年７月分からの支給を希望する方は６月２２

日（水）までに申請書を提出してください。申請書は下記窓口に準備しています。申請が遅
れると８月分以降の支給となる場合があります。今年度分の介護用品引換券は６月下旬に発
送します。

　○申請書は下記に用意しています。

■保健福祉課　福祉グループ　介護保険担当　☎３５－２１１１（内線１３２）
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